
より良い対面販売をめざして 2 0 2 5
秋 号
1 7 2

3 —— 特集
求められる
“カスタマー・ハラスメント”への対策
就業者を守ることが、
事業の継続的成長につながる

島田 諒氏
東京都産業労働局雇用就業部労働施策担当課長

池内裕美氏
関西大学社会学部教授

8 ——ダイレクトセリングＱ＆Ａ  
監修：高芝利仁 弁護士

自宅を訪ねてきた販売員に「これを
飲めば、寝たきりにならない」と言われ、
健康食品を契約した。一部開封した
が、返品したい。

10 ——インフォメーション・
JDSAダイアリー

協会設立
45周年を
迎えました
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独
自
に「
カ
ス
タ
マ
ー・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

防
止
条
例
」を
制
定〈東

京
都
の
取
り
組
み
〉

島
田 

諒
氏

（
東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
労
働
施
策
担
当
課
長
）

　

働
く
人
と
顧
客
等
が
対
等
の
立
場
に
立
ち

　

互
い
に
尊
重
し
合
う
社
会
を
築
く
た
め
に

　
条
例
の
基
本
理
念

　
東
京
都
で
は
、
２
０
２
３
年
10
月
に
労
働
団
体
や
経
済
団
体

の
代
表
で
構
成
す
る
公
労
使
会
議
を
開
催
し
、
カ
ス
タ
マ
ー
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
ス
ハ
ラ
」
へ
の
対
応
の
あ
り

方
を
テ
ー
マ
に
議
論
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
は
法
律
の
専
門

家
な
ど
有
識
者
を
交
え
た
検
討
会
議
で
検
討
を
進
め
、
２
０
２

４
年
10
月
４
日
に
「
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防

止
条
例
」
が
都
議
会
に
て
成
立
。
本
年
４
月
１
日
に
施
行
と
な

り
ま
し
た
。

　
本
条
例
で
は
、「
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
就
業
環

境
を
害
し
、事
業
の
継
続
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
た
め
、

社
会
全
体
で
の
防
止
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」「
顧
客
等
と
就
業

者
と
が
対
等
の
立
場
に
お
い
て
相
互
に
尊
重
す
る
こ
と
」
と
い

う
基
本
理
念
を
掲
げ
て
い
ま
す
（
第
３
条
）。「
働
く
人
と
顧
客

等
と
が
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
互
い
の
立
場
を
尊
重
し
合
う
こ

と
に
よ
っ
て
、
働
く
人
の
安
全
や
健
康
が
確
保
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、消
費
者
に
と
っ
て
は
豊
か
な
消
費
生
活
、事
業
者
に
と
っ

て
は
安
定
し
た
事
業
活
動
に
つ
な
が
り
、
最
終
的
に
は
公
正
か

つ
持
続
可
能
な
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
」、
こ
の
条
例
を
通

じ
て
最
も
広
め
た
い
の
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
す
。

　
本
条
例
第
４
条
で
は
、
非
常
に
シ
ン
プ
ル
に
「
何
人
も
あ
ら

ゆ
る
場
に
お
い
て
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
行
っ
て
は

な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
本
条
例
の
最
大
の
特

徴
と
も
い
え
る
条
文
で
あ
り
、
行
為
者
が
都
民
か
否
か
を
問
わ

図１　東京都が条例で目指す社会の姿

3　　季刊ダイレクトセリング　2025年秋号［172］

２
０
２
５
年
６
月
４
日
に
改
正
労
働
施
策
総
合
推
進
法
（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
）が
成
立
し
、全
て
の
事
業
者
に
対
し
、カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
以
下
、カ
ス
ハ
ラ
）防
止
の
た
め
の
策
を
講
じ
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。東
京
都
で
は
、こ
れ
に
先
が
け
て

２
０
２
４
年
度
に
「
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
」
を
制
定
。本
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
協
会
で
は
７
月
11
日
に
、東
京
都
産
業
労
働
局
雇
用
就
業
部
労
働
施
策
担
当
課
長
の
島
田
諒
氏
を
講
師
に
迎
え
、「
東
京
都
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
等
説
明
会
」
を
開
催
し

ま
し
た
（
オ
ン
ラ
イ
ン
）。
こ
れ
に
加
え
、消
費
者
問
題
や
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
問
題
に
詳
し
い
、関
西
大
学
社
会
学
部
の
池
内
裕
美
教
授
に
、企
業
が
こ
れ
か
ら
対
応
す
べ
き
ポ

イ
ン
ト
に
つ
い
て
伺
い
ま
し
た
。
ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
お
よ
び
各
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
〝
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〞へ
の
対
策
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。（
構
成
／
編
集
部
）

特
集 求

め
ら
れ
る〝
カ
ス
タ
マ
ー・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〞へ
の
対
策

就
業
者
を
守
る
こ
と
が
、事
業
の
継
続
的
成
長
に
つ
な
が
る



ず
、
行
為
者
と
な
り
得
る
全
て
の
人
に
カ
ス
ハ
ラ
を
禁
止
し
て

い
ま
す
。
企
業
間
取
引
（
Ｂ
t
o
Ｂ
）
に
お
け
る
カ
ス
ハ
ラ

も
対
象
で
す
し
、
店
頭
や
窓
口
の
よ
う
な
対
面
の
場
だ
け
で
は

な
く
、
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
行
為
も
対
象
範
囲

で
す
。こ
の
よ
う
に
条
文
で
禁
止
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

行
為
の
抑
止
効
果
を
狙
っ
て
い
ま
す
。

　
罰
則
の
な
い
理
念
型
の
条
例

　
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
は
設
け
て
い
ま
せ
ん
。
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で
は
「
罰
則
を
設
け
る
べ
き
」
と
い
う
意
見

も
あ
り
ま
し
た
が
、
条
例
に
罰
則
を
設
け
る
場
合
、
具
体
的
に

ど
の
よ
う
な
行
為
が
罪
に
当
た
る
の
か
を
明
確
に
規
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
「
罰
則
の
適
用
の
な
い
行
為
は
、

い
か
に
不
道
徳
な
行
為
で
あ
っ
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
（
規
定
さ

れ
て
い
な
い
行
為
は
罰
則
対
象
外
な
の
で
や
っ
て
も
よ
い
）」

と
い
う
誤
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
す
。

　
も
と
よ
り
刑
法
や
経
済
法
に
反
す
る
行
為
は
処
罰
の
対
象
で

あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
民
法
の
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
く
損

害
賠
償
請
求
権
が
発
生
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
「
極
め
て
悪
質
な
行
為
」
に
は
既
存
の
法
律
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
も
踏
ま
え
、
罰
則
が
な
い
「
理
念
型
の
条
例
」
と
し
て
、

社
会
全
体
に
「
カ
ス
ハ
ラ
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
識

を
浸
透
さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
業
界
団
体
や
事
業
者
で
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
を
求
め
る

　
こ
の
よ
う
に
カ
ス
ハ
ラ
防
止
の
理
念
を
浸
透
さ
せ
、
実
際
に

そ
れ
が
起
こ
っ
た
と
き
に
適
切
に
対
応
し
て
い
た
だ
く
た
め
の

取
り
組
み
は
、
一
事
業
者
の
み
で
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の

た
め
、
事
業
者
を
束
ね
る
立
場
に
あ
た
る
業
界
団
体
に
お
い
て

も
、
カ
ス
ハ
ラ
防
止
の
た
め
に
必
要
な
体
制
を
整
備
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　
都
が
あ
ら
ゆ
る
業
種
・
業
界
を
カ
バ
ー
し
た
カ
ス
ハ
ラ
防
止

の
対
策
を
示
す
の
は
困
難
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
各
業
界
団
体

に
お
い
て
は
都
で
作
成
し
た
「
各
団
体
共
通
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を

参
照
の
上
、
業
界
特
有
の
事
情
を
踏
ま
え
た
業
界
用
の
対
応
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
し
て
い
た
だ
き
、事
業
者
の
皆
さ
ん
に
は「
条

例
」「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」、
さ
ら
に
は
各
業
界
団
体
が
定
め
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
参
考
に
し
な
が
ら
、「
自
社
の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

を
作
成
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

誰
も
が
被
害
者
に
も
加
害
者
に
も
な
り
得
る

　「
事
業
者
」の
定
義

　
本
条
例
は
東
亰
都
が
定
め
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
都
内
で
事

業
を
行
う
法
人
や
団
体
、
個
人
事
業
主
を
「
事
業
者
」
の
対
象

と
し
て
い
ま
す
。
民
間
企
業
だ
け
で
な
く
、
条
例
を
制
定
し
た

わ
れ
わ
れ
東
京
都
、
区
市
町
村
、
国
の
機
関
な
ど
の
公
的
セ
ク

タ
ー
も
含
ま
れ
ま
す
。
単
に
都
内
に
本
社
が
あ
る
企
業
等
だ
け

で
な
く
、
都
外
に
本
社
が
あ
る
も
の
の
都
内
に
支
店
等
の
事
務

所
や
事
業
所
が
あ
る
企
業
、
そ
れ
か
ら
都
内
の
官
公
庁
な
ど
も

想
定
し
て
い
ま
す
。

　「
就
業
者
」
の
定
義

　
カ
ス
ハ
ラ
を
受
け
る
側
で
あ
る
「
就
業
者
」
は
「
都
内
で
業

務
に
従
事
す
る
者
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
一
般
の
労
働
者
は
も

ち
ろ
ん
、
有
償
・
無
償
問
わ
ず
、
働
く
人
は
全
て
対
象
で
す
。

具
体
的
に
は
企
業
、
団
体
、
公
的
機
関
で
働
く
人
の
ほ
か
、
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
も
含
ん
で
い
ま
す
。
た
だ

し
、
個
人
の
趣
味
や
家
庭
生
活
上
の
活
動
、
違
法
性
が
あ
る
活

動
に
従
事
す
る
人
は
条
例
の「
就
業
者
」に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、「
就
業
者
」
に
は
都
外
で
働
く
人
の
一
部
も
含
め
て

い
ま
す
。
普
段
は
都
内
で
働
い
て
い
る
人
が
テ
レ
ワ
ー
ク
や
出

張
な
ど
で
一
時
的
に
都
外
で
業
務
を
行
う
際
に
カ
ス
ハ
ラ
を
受

け
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
物
理
的
な
場
所
だ
け
で
一

図２　東京都のカスハラ防止ルール体系図

図３　「顧客等」と「就業者」の関係
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律
に
適
用
外
と
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
本
条
例

で
は
「
従
事
す
る
業
務
と
事
業
者
の
事
業
と
の
間
に
合
理
的
関

連
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
は
、
就
業
者
に
含
め
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
事
業
者
と
就
業
者
が
置
か
れ
た
具
体
的
状
況
に
即
し

て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
苦
情
対
応
の
最
前
線
で
あ
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
の

カ
ス
ハ
ラ
も
深
刻
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
。
都
内
の
事
業
者
で

も
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
は
都
外
に
置
い
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
数
見

受
け
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
で
業
務
を
行
う
人
は
都
内
の
事
業
者

の
事
業
と
合
理
的
関
連
性
が
あ
る
就
業
者
と
し
て
、
条
例
の
適

用
対
象
に
な
り
得
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　「
顧
客
等
」
の
定
義

　
カ
ス
ハ
ラ
を
す
る
側
に
な
り
得
る
「
顧
客
等
」
は
「
商
品
や

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
人
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。
い
わ

ゆ
る
「
消
費
者
」
の
ほ
か
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
住
民
な

ど
も
顧
客
で
あ
り
、
就
業
者
の
業
務
に
密
接
に
関
係
す
る
人
々

も
「
顧
客
等
」
に
含
め
ま
す
。
例
え
ば
、
学
校
の
教
員
に
と
っ

て
児
童
の
保
護
者
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
直
接
の
相
手
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
相
当
な
関
係
を
有
す
る
利
害
関
係
者
と
い
え

る
の
で
「
顧
客
等
」
に
当
た
り
ま
す
。

　「
顧
客
等
」（
行
為
者
）
と
「
就
業
者
」（
被
行
為
者
）

　
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
「
誰
も
が
被
害
者
に
も
加

害
者
に
も
な
り
得
る
」
こ
と
で
す
。
ど
の
よ
う
な
人
も
、
あ
る

場
面
で
は
カ
ス
ハ
ラ
を
受
け
る
就
業
者
に
な
り
、
別
の
場
面
で

は
カ
ス
ハ
ラ
を
す
る
顧
客
等
に
な
り
得
ま
す
。
お
互
い
が
相
手

を
尊
重
す
る
と
い
う
基
本
理
念
を
啓
発
す
る
上
で
、
こ
れ
は
大

切
な
視
点
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

何
が
カ
ス
ハ
ラ
に
当
た
る
の
か

　
本
条
例
で
は
、
カ
ス
ハ
ラ
を
「
顧
客
等
か
ら
就
業
者
に
対
す

る
、
著
し
い
迷
惑
行
為
で
、
就
業
環
境
を
害
す
る
も
の
」
と
し

て
い
ま
す
（
第
２
条
第
５
号
）。「
著
し
い
迷
惑
行
為
」
は
、
大

き
く
分
け
て
「
暴
行
や
脅
迫
な
ど
の
違
法
な
行
為
」「
正
当
な

理
由
の
な
い
過
度
な
要
求
や
暴
言
な
ど
の
不
当
な
行
為
」
の
２

つ
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
不
当
で
あ
る
か
否
か
の

判
断
に
つ
い
て
は
、
就
業
者
の
業
種
、
就
業
者
と
行
為
者
と
の

関
係
性
、
行
為
に
至
る
経
緯
、
行
為
が
ど
の
く
ら
い
継
続
し
て

い
る
か
、
就
業
者
に
問
題
行
動
が
な
か
っ
た
か
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
律
に
線
引
き

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
カ
ス
ハ
ラ
に
当
た
り
得
る
代
表
的
な
行
為
類
型

　
１
つ
目
は
「
要
求
の
内
容
が
妥
当
性
を
欠
く
パ
タ
ー
ン
」
で

す
。
こ
ち
ら
は
「
商
品
に
全
く
欠
陥
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

交
換
を
要
求
す
る
」「
就
業
者
に
全
く
関
係
の
な
い
こ
と
を
根

拠
に
賠
償
を
要
求
す
る
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
２
つ
目
は
「
要
求
内
容
が
妥
当
で
あ
る
か
妥
当
で
な
い
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
手
段
や
態
様
が
違
法
、
不
相
当
な
パ
タ
ー
ン
」

で
す
。
殴
る
・
蹴
る
と
い
っ
た
「
身
体
的
な
攻
撃
」
だ
け
で
な

く
、
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
言
動
を
行
う
こ
と
な
ど
も
「
精
神

的
な
攻
撃
」
に
該
当
し
ま
す
。
ほ
か
に
「
威
圧
的
な
言
動
」「
土

下
座
の
要
求
」「
就
業
者
に
対
す
る
執
拗
な（
継
続
的
な
）言
動
」

「
就
業
者
を
拘
束
す
る
よ
う
な
行
動
」「
差
別
的
な
言
動
」「
性

的
な
言
動
」「
個
人
へ
の
攻
撃
や
嫌
が
ら
せ
」
も
含
ま
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
程
度
に
よ
っ
て
は
刑
事
罰
の
対
象
と
も
な
り
得
る

行
為
で
す
。

　
３
つ
目
は
「
要
求
の
内
容
の
妥
当
性
に
照
ら
し
て
、
手
段
や

態
様
が
不
相
当
で
あ
る
パ
タ
ー
ン
」
で
す
。
例
え
ば
、「
社
会

通
念
上
著
し
く
高
額
な
金
銭
に
よ
る
賠
償
」「
入
手
困
難
な
商

品
の
提
供
を
要
求
す
る
よ
う
な
行
為
」が
こ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

ま
た
「『
法
律
を
変
え
ろ
』
な
ど
の
就
業
者
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
な
い
行
為
」「『
誠
意
を
見
せ
ろ
』
の
よ
う
な
何
を
要
求
し

て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
抽
象
的
な
行
為
」も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
う
し
た
行
為
は
あ
く
ま
で
例
示
で
あ
り
、
限
定

列
挙
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
働
く
人
の
業
務
内
容
に
よ
っ
て
顧
客

等
と
の
接
し
方
は
異
な
り
、
実
際
に
発
生
し
た
個
別
事
案
の
状

況
等
に
よ
っ
て
、
当
然
、
判
断
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
近
所
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
い
物
す
る
と
き
と
マ

イ
ホ
ー
ム
を
購
入
す
る
と
き
で
は
、
動
く
金
額
も
、
就
業
者
と

客
の
関
係
も
異
な
る
で
し
ょ
う
。
一
律
の
基
準
で
判
断
す
る
の

は
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
中
に
は
明
ら
か
な
違
法
行
為
も
あ
り
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は

躊
躇
す
る
こ
と
な
く
警
察
に
相
談
、
通
報
す
る
こ
と
も
不
可
欠

で
す
。
業
界
団
体
に
は
、
会
員
企
業
が
警
察
へ
の
通
報
を
躊
躇

す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
警
察
と
の
連
携
の
指
針
を
示
す
こ

と
も
求
め
て
い
ま
す
。

　
意
見
や
苦
情
の
全
て
が
“
カ
ス
ハ
ラ
”
で
は
な
い

　
「
カ
ス
ハ
ラ
に
当
た
り
得
る
行
為
」
を
例
示
し
ま
し
た
が
、

一
方
で
、
意
見
や
苦
情
等
の
全
て
が
カ
ス
ハ
ラ
に
当
た
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
本
来
、
正
当
な
ク
レ
ー
ム
は
業
務
の
改
善
や
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
不
当
に
制
限
さ
れ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、
顧
客
等
の
中
に
は
障
害
を
持
つ
方
や
認
知
症
の

方
な
ど
、
合
理
的
な
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。「
就
業
者
と
顧
客
等
が
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
相
互
に

尊
重
す
る
」
と
い
う
基
本
理
念
の
も
と
、
本
条
例
で
は
「
顧
客

等
の
権
利
を
不
当
に
侵
害
し
な
い
よ
う
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
ま
す
（
第
５
条
）。

　

事
業
者
が
行
う
べ
き
措
置
は

　
本
条
例
で
は
、
事
業
者
に
対
し
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
は

じ
め
、
防
止
の
た
め
の
手
引
の
作
成
や
就
業
者
へ
の
配
慮
を
求

め
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
事
業
者
が
作
成
す
る
手
引
の
内
容
を

就
業
者
が
遵
守
す
る
こ
と
も
求
め
て
い
ま
す
。

　
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
対
応

①
カ
ス
ハ
ラ
対
策
の
基
本
方
針・基
本
姿
勢
の
明
確
化
と
周
知：

カ
ス
ハ
ラ
を
重
大
な
問
題
と
捉
え
放
置
し
な
い
こ
と
、
就
業
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カ
ス
ハ
ラ
防
止
に
つ
い
て

顧
客
に
理
解
を
求
め
な
が
ら
、

体
制
を
整
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

池
内
裕
美
氏

（
関
西
大
学
社
会
学
部
教
授
）

事
業
者
の
規
模
に
合
わ
せ
た
体
制
整
備
、ま
ず
は

方
針
の
明
確
化
、ル
ー
ル
整
備
、記
録
体
制
づ
く
り
を

―
―
東
京
都
で
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
が
施

行
さ
れ
、
６
月
の
国
会
で
は
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
へ

の
対
策
を
盛
り
込
ん
だ
労
働
法
の
改
正
が
成
立
し
ま
し
た
。
背

景
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
顧
客
に
対
応
す
る
従
業
員
の
方
々
の
疲

弊
度
は
、
相
当
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
２
０
２
３
年
６
月
に
「
精
神
障
害
の
労
災
認
定
基
準
」（
心

理
的
負
担
に
よ
る
精
神
障
害
の
労
災
認
定
基
準
）
が
改
正
さ
れ
、

「
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
が
新
た
に
加
わ
り
ま
し
た
。

労
災
認
定
件
数
は
、
２
０
２
３
年
度
は
52
件
だ
っ
た
の
が
２
０

２
４
年
度
は
１
０
８
件
。
１
年
で
倍
増
し
て
い
ま
す
。
い
か
に

現
場
で
の
カ
ス
ハ
ラ
が
深
刻
化
し
て
い
る
か
が
ご
理
解
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
事
業
者
は
ど
の
よ
う
な
体
制
整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
か
。

　
中
小
企
業
と
大
企
業
で
は
、
目
的
は
同
じ
で
も
実
際
に
で
き

る
こ
と
が
違
う
の
は
当
然
で
す
。
そ
の
た
め
「
企
業
規
模
に
応

じ
た
体
制
」
を
整
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
都

条
例
で
は
「
事
業
者
は
何
を
す
べ
き
か
」
が
13
項
目
で
示
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
特
に
中
小
企
業
で
は
、
す
ぐ
に
全
項
目
に
つ
い

て
整
備
す
る
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
最
低
限
と
し
て
、
次
の

３
点
か
ら
手
を
付
け
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

①
方
針
の
明
確
化
：「
自
社
は
カ
ス
ハ
ラ
に
ど
う
向
き
合
う
か
」

を
定
め
、
社
内
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
対
外
的
に
も
明
示
す
る
。

②
ル
ー
ル
（
あ
る
い
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
）
の
整
備
：
特
に
「
ど
の

程
度
の
カ
ス
ハ
ラ
な
ら
ば
、
誰
が
ど
こ
ま
で
対
応
す
る
の

か
」
と
い
う
現
場
で
の
対
応
フ
ロ
ー
を
明
確
化
す
る
。

③
記
録
と
共
有
の
仕
組
み
づ
く
り
：
再
発
防
止
に
向
け
て
、
あ

る
い
は
再
発
し
て
し
ま
っ
た
と
き
の
対
処
の
目
安
に
す
る

た
め
に
、
で
き
る
限
り
の
情
報
を
記
録
し
た
上
で
共
有
し
、

伝
承
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
組
織
体
制
を
構
築
す
る
。

　
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
事
業
規
模
に
関
係
な
く
で
き
る
こ
と
で

あ
り
、「
心
理
的
安
全
性
」
を
確
保
す
る
た
め
の
基
盤
と
も
い

え
ま
す
。
顧
客
の
権
利
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
従
業
員
を
保
護
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
こ
こ
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
だ
と
考

え
ま
す
。

―
―
事
業
者
は
顧
客
満
足
の
向
上
に
努
め
つ
つ
、
同
時
に
カ
ス

ハ
ラ
に
対
応
し
て
従
業
員
保
護
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

者
を
守
る
こ
と
、
組
織
と
し
て
毅
然
と
し
た
対
応
を
と
る
こ

と
を
方
針
と
し
て
定
め
、
社
内
や
社
外
に
周
知
す
る
こ
と
。

②
カ
ス
ハ
ラ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
方
針
の
明
確
化
と
周

知
：
立
場
の
弱
い
取
引
先
へ
の
無
理
な
要
求
な
ど
、
自
社
の

就
業
者
に
対
し
「
カ
ス
ハ
ラ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」

を
社
内
に
周
知
す
る
こ
と
。

③
相
談
窓
口
の
設
置
：
基
本
方
針
を
定
め
た
場
合
で
も
、
被
害

を
受
け
た
就
業
者
が
誰
に
相
談
し
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い

状
態
で
は
意
味
が
な
い
。
適
切
に
相
談
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

社
内
制
度
を
整
備
し
た
り
、
相
談
担
当
者
を
設
け
た
り
と

い
っ
た
対
応
を
す
る
こ
と
。

④
適
切
な
相
談
対
応
の
実
施
：
相
談
担
当
者
が
適
切
に
対
応
で

き
る
よ
う
、
相
談
担
当
者
向
け
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
や
研

修
を
実
施
す
る
こ
と
。

⑤
相
談
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
就

業
者
に
周
知
す
る
こ
と
。

⑥
相
談
を
理
由
と
し
た
不
利
益
な
取
扱
い
を
行
っ
て
は
な
ら
な

い
旨
を
定
め
周
知
す
る
こ
と
。

⑦
現
場
で
の
初
期
対
応
の
方
法
や
手
順
の
作
成
：「
手
引
」
に

初
期
対
応
や
対
応
の
手
順
を
盛
り
込
む
こ
と
。
就
業
者
の
安

全
に
配
慮
し
た
内
容
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
現
場
監

督
者
が
い
な
い
小
規
模
事
業
者
で
は
、
就
業
者
の
み
で
も
対

応
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。

⑧
内
部
手
続
き
（
報
告
・
相
談
、
指
示
・
助
言
）
の
方
法
や
手

順
の
作
成
：
現
場
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
判
断
で
き
な
い
場

合
も
あ
る
た
め
、
本
社
・
本
部
と
の
連
携
が
必
要
な
場
合
を

想
定
し
た
手
順
を
盛
り
込
む
こ
と
。

⑨
（
カ
ス
ハ
ラ
が
発
生
し
た
際
の
）
事
実
関
係
の
正
確
な
確
認

と
事
案
へ
の
対
応

⑩
（
カ
ス
ハ
ラ
を
受
け
た
）
就
業
者
の
安
全
の
確
保

⑪
（
カ
ス
ハ
ラ
を
受
け
た
）
就
業
者
の
精
神
面
お
よ
び
身
体
面

へ
の
配
慮

⑫
就
業
者
へ
の
教
育
・
研
修
等
：
カ
ス
ハ
ラ
対
応
や
未
然
防
止

の
た
め
の
研
修
等
を
実
施
す
る
こ
と
。

⑬
カ
ス
ハ
ラ
の
再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組
み

　
カ
ス
ハ
ラ
防
止
の
た
め
の
対
応
は
、
事
業
継
続
に
も
資
す
る

　
カ
ス
ハ
ラ
は
、
働
く
人
の
人
格
や
尊
厳
を
傷
つ
け
る
だ
け
で

な
く
、
就
業
環
境
の
悪
化
に
よ
る
人
材
の
流
出
、
ひ
い
て
は
事

業
継
続
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
深
刻
な
課
題
で
す
。
カ
ス
ハ
ラ

防
止
の
た
め
に
対
策
を
と
る
こ
と
は
、
単
に
就
業
者
を
守
る
だ

け
で
な
く
、
事
業
者
に
と
っ
て
も
事
業
継
続
に
資
す
る
も
の
で

す
。
ぜ
ひ
労
使
間
で
、
カ
ス
ハ
ラ
の
判
断
基
準
や
防
止
の
た
め

の
方
策
な
ど
に
つ
い
て
議
論
し
、
実
効
性
の
高
い
防
止
対
策
の

実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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せ
ん
。
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
が
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
は
「
顧
客
の
理
解
」
が
不
可
欠

で
す
。
理
不
尽
な
言
動
に
対
し
て
は
毅
然
と
「
こ
の
よ
う
な
対

応
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
く
」
と
伝
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、

同
時
に
「
な
ぜ
そ
の
対
応
が
必
要
な
の
か
」
を
き
ち
ん
と
説
明

す
る
こ
と
が
前
提
に
な
り
ま
す
。
従
業
員
が
顧
客
か
ら
の
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
行
為
に
よ
っ
て
疲
弊
す
る
と
、
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
は
企
業
と
し
て
も
不
本
意
で
あ
る

し
、
顧
客
の
利
益
を
損
な
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
う
し
た
悪
循

環
を
防
ぐ
た
め
に
、
事
業
者
は
「
安
心
で
よ
り
良
い
社
会
を
共

に
つ
く
る
」
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現

す
る
た
め
の
対
応
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
顧
客
に
理
解
・
同

意
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
顧
客
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
、
安
心
安
全
な
組
織
環
境
づ
く

り
は
成
し
得
な
い
こ
と
も
事
実
で
す
。
当
然
、
伝
え
る
際
の
表

現
に
も
注
意
を
払
い
、「
一
緒
に
よ
り
良
い
社
会
を
つ
く
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
」「
そ
の
た
め
に
ご
協
力
い
た
だ
き
た
い
」
と

い
う
発
信
の
仕
方
が
効
果
的
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
ダ
イ
レ
ク
ト
セ
リ
ン
グ
業
界
で
の
顧
客
に
対
す
る
啓
発
に

は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

　
対
面
し
て
契
約
す
る
際
に
、
啓
発
の
た
め
の
書
面
を
一
緒
に

渡
し
て
お
く
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
あ

く
ま
で
「
お
客
さ
ま
に
協
力
を
依
頼
す
る
」
態
度
で
お
知
ら
せ

す
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
。
事
業
者
が
カ
ス
ハ
ラ
対
策
へ
の

取
り
組
み
を
顧
客
に
提
示
す
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
「
こ
の
よ

う
な
こ
と
は
は
や
め
て
く
だ
さ
い
」
と
伝
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
と
き
こ
そ
、
嫌
な
印
象
を
与
え
な
い
よ
う
な
工
夫
が

求
め
ら
れ
ま
す
。
条
文
や
法
令
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
の
で
は
な

く
、
イ
ラ
ス
ト
を
用
い
る
な
ど
で
き
る
だ
け
柔
ら
か
い
印
象
の

表
現
に
す
る
こ
と
で
、
上
か
ら
押
し
付
け
る
よ
う
な
印
象
を
減

ら
し
な
が
ら
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

具
体
的
な
取
り
組
み
は
、従
業
員
・
管
理
職
へ
の
研
修
と

カ
ス
ハ
ラ
対
応
の
チ
ー
ム
体
制
づ
く
り
が
カ
ギ

―
―
事
業
者
が
社
内
で
従
業
員
に
カ
ス
ハ
ラ
に
対
す
る
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
何
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。

　
ま
ず
は
、
や
は
り
研
修
で
す
。
現
場
の
従
業
員
は
、
日
々
の

業
務
の
中
で
は
「
社
会
で
は
今
、
カ
ス
ハ
ラ
が
ど
の
よ
う
な
問

題
に
な
っ
て
い
る
か
」「
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
」
を
学

ぶ
機
会
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
ア
ル
バ
イ
ト
や
非
正
規
雇

用
の
方
々
は
、
研
修
を
受
け
な
い
ま
ま
顧
客
対
応
を
任
さ
れ
る

こ
と
も
多
く
、
そ
の
結
果
、
自
己
流
の
対
応
が
二
次
ク
レ
ー
ム

を
招
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
自
社
で
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
発

す
る
の
が
難
し
い
場
合
に
は
、
厚
生
労

働
省
や
東
京
都
な
ど
が
提
供
し
て
い
る

動
画
教
材
を
活
用
す
る
と
よ
い
で
し
ょ

う
。

　
加
え
て
、
組
織
的
な
視
点
か
ら
は
管

理
職
へ
の
教
育
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
現

場
で
何
が
起
き
て
い
る
か
を
理
解
し
、

「
従
業
員
は
想
像
以
上
に
疲
弊
し
て
お

り
、
こ
の
ま
ま
で
は
休
職
や
離
職
が
進

み
、
採
用
活
動
に
も
影
響
す
る
」
と
い

う
危
機
感
を
共
有
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
管
理
職
が

正
し
く
状
況
を
認
識
し
、
従
業
員
を
守
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
、

組
織
を
変
え
る
第
一
歩
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

―
―
従
業
員
が
、
何
で
も
「
こ
れ
は
カ
ス
ハ
ラ
だ
」
と
勘
違
い

し
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
そ
の
懸
念
は
も
っ
と
も
で
す
。
判
定
基
準
が
曖
昧
な
ま
ま
で

は
、
過
度
に
「
カ
ス
ハ
ラ
だ
」
と
受
け
止
め
て
し
ま
う
恐
れ
も

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
事
業
者
が
「
何
で
も
か
ん
で
も
カ

ス
ハ
ラ
で
は
な
い
」
と
い
う
基
本
姿
勢
を
従
業
員
に
理
解
さ
せ

て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
知
識
が
な
い
と
、
顧
客
の
言
動
が

カ
ス
ハ
ラ
に
当
た
る
か
否
か
の
線
引
き
も
で
き
ま
せ
ん
。
研
修

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
で
方
針
を
明
確
に
し
て
、
現
場
の
従
業
員

が
判
断
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
も
そ
も
、
カ
ス
ハ
ラ
か
ど
う
か
を
従
業
員
が
一
人
で
判
断

す
る
の
は
か
な
り
難
し
い
も
の
で
す
。「
長
時
間
に
わ
た
り
居

座
っ
た
」「
人
格
否
定
的
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
」
と
い
っ
て
も
、

ど
の
く
ら
い
に
な
れ
ば
長
時
間
と
判
定
で
き
る
の
か
、
ど
れ
が

一
定
基
準
を
超
え
た
人
格
否
定
の
言
葉
な
の
か
。
そ
の
場
で
一

緒
に
対
応
し
て
く
れ
る
上
長
あ
る
い
は
同
僚
が
い
る
、
ま
た
そ

の
場
で
客
観
的
に
言
動
が
カ
ス
ハ
ラ
に
あ
た
る
か
を
判
断
し
て

も
ら
え
る
、
そ
う
い
っ
た
チ
ー
ム
体
制
を
現
場
に
つ
く
っ
て
お

く
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。
最
低
限
、
現
場
の
ス
タ
ッ
フ
と

上
長
、
同
僚
が
も
う
一
人
く
ら
い
の
３
人
体
制
を
整
え
れ
ば
、

十
分
機
能
す
る
で
し
ょ
う
。
加
え
て
、
防
犯
カ
メ
ラ
や
録
音
機

器
な
ど
を
備
え
て
お
く
こ
と
も
有
効
で
す
。

　
今
後
は
各
自
治
体
で
、
法
律
の
補
完
と
し
て
地
域
性
を
踏
ま

え
た
条
例
が
制
定
さ
れ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
事
業
者
が
カ
ス
ハ

ラ
対
策
の
体
制
を
整
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
働
き
手
に
と
っ

て
大
き
な
関
心
事
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。「
こ
の
会
社
は
自

分
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
」
と
従
業
員
が
実
感
で
き
れ
ば
、
安

心
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
、
意
欲
の
向
上
に
も
つ
な
が
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

池内裕美先生監修
社員の研修・教育にも！
カスハラ対策ゲーム
『九条家からの挑戦状』
舞台はファッション業界。従業員としてお
客さまとのやりとりを進めながら、自らの
判断でカスハラへの対応を選択していく、
体験型の学習ゲームです。PCやスマート
フォンから短時間でプレイでき、研修教
材としてもご活用いただけます。

◉お問い合わせ：『九条家からの挑戦状』
公式ウェブサイト（https://kasuhara-game.
com/）をご覧ください。
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訪問販売ホットライン（消費者相談室）
0120-513-506（平日10時～12時／13時～16時30分）
★ホームページの「相談受付フォーム」でも受付けています。
※事業者相談は、TEL：03-3357 -6531で受付けています。
※ダイレクトセリング Q&Aは、訪問販売ホットラインで受付けた相談
事例をアレンジして、法律的な解説を中心にご紹介しています。

たかしば・としひと　　
1974年弁護士登録。個情法、PL法、特商法等に関する国
の審議会などの委員を務めてきた。また、消費生活アドバイ
ザー資格制度の普及・発展に貢献したとして、2015年経済
産業大臣表彰を受ける。 高芝法律事務所
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ている57袋を返還し、事業者は、受取った20万円を返還す
ることになるでしょう。

Q2　特商法上、クーリング・オフと取消の関係は、どう考
えたらよいでしょうか。
A2　「未開封の5箱」と「開封した1箱」の契約全体につい
て、クーリング・オフ期間内（書面を受領した日から起算
して8日間（法第9条第1項）。以下、同じ）にクーリング・オ
フを行ったが、後に、「開封した1箱」の契約についてはクー
リング・オフの規定が適用除外とされることになった場合
は、取消期間内（追認をすることができる時から1年間、か
つ、契約の締結の時から5年間（法第9条の3第4項））であっ
て、かつ、契約者が上記A1（1）（2）を立証できた場合は、別
途、「開封した1箱」の契約を取消すことができるとされる
可能性があります。
　他方、「未開封の5箱」と「開封した1箱」の契約全体につ
いて、取消を行うことも考えられますが、既述のとおり、上
記A1（1）（2）の立証責任は契約者にあるとされ、これらの
立証には困難が伴うことも想定されますので、その場合に
は、契約者としては、上記A1（1）（2）について立証できな
い場合のリスクを考え、クーリング・オフ期間内であれば、
クーリング・オフも併せて行っておくことが安全とされる
でしょう。なお、「開封した1箱」については、クーリング・
オフ規定は適用除外とされる可能性が高いことは、上記の
とおりです。

と説明したため、契約者は、言われるままに、契約書に名前
を書いたとのことですので、「訪問販売における契約の申
込み又はその承諾の意思表示の取消（以下、取消といいま
す）」の可否が検討課題となります。この場合、（1）販売員
が、「これ（持参していた健康食品）を飲めば、寝たきりに
ならない」と説明したこと、（2）その説明内容が不実であ
ること、の立証責任は契約者にあるとされ、これらの立証
には困難が伴うことも想定されますが、契約者が上記（1）
（2）を立証できた場合には、「開封した1箱」の契約は、「商
品の効能（法第6条第1項第1号、省令第16条第1号）」につ
いて不実のことを告げたとして、取消すことができるとさ
れる可能性があります（法第9条の3第1項第1号）。
　なお、取消された場合は、契約は、初めから無効であった
とみなされ（民法第121条）、契約者が契約時に制限行為能
力者であった場合などの一定の例外を除いて、原則とし
て、原状回復義務を負うことになりますが（民法第121条
の2）、特商法の訪問販売における取消では、上記原状回復
義務の特則として、「…給付を受けた当時その意思表示が
取り消すことができるものであることを知らなかったとき
は、…契約によって現に利益を受けている限度において、
返還の義務を負う」としています（法第9条の3第5項）。と
ころで、契約者は、1箱を開封し3袋を飲んだとのことです
が、本件の経緯からしますと、健康食品を受領した当時そ
の意思表示が取消すことができるものであることは知らな
かったと考えられ、また、一般に、健康食品3袋を飲んだこ
とによる利益が現存していることを立証することは困難と
考えられますので、「開封した1箱」については、同条項に
より、現存している57袋をそのまま返還すればよいことに
なると考えられます。
　そうしますと、全体として、契約者は、①クーリング・オ
フした「未開封の5箱」、及び、②契約者が上記（1）（2）を
立証できた場合には、取消した「開封した1箱」中に現存し



監修̶ ●̶  高芝利仁弁護士
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自宅を訪ねてきた販売員に「これを飲めば、
寝たきりにならない」と言われ、健康食品を
契約した。一部開封したが、返品したい。

相談内容
　独居の高齢者の家族から下記の相談があった。
　先日、実家へ行った際、見慣れない健康食品の箱を見つけ、
父親に問いただしたところ、「何日か前に、『どこか具合が
悪いところはありませんか』と訪問して来た人がいた。介
護の人かと思って、家に入って貰った。販売員は脚を見て、
『むくんでいますね。動脈硬化が始まっているので、このま
まだと寝たきりになってしまう。家族に迷惑をかけたくな
いでしょう』と言いながら、持参していた健康食品を見せ、
『これを飲めば、寝たきりにならない』と説明し始めたので、
言われるままに、契約書に名前を書いた」とのことであった。
　話を聞いて驚き、販売員が置いていった契約書の控えを
見せて貰うと、1箱5万円のものを6箱買う契約になってい
た。代金30万円のうち、自宅に置いてあった現金で20万円
を支払っており、残金は10日後に集金に来ることになって
いる。幸い、契約したのは5日前なので、クーリング・オフ
はできそうだが、受領した6箱の健康食品のうち1箱は既に
父親が開封し、中身の3袋は飲んでしまっていた。販売員は
「これを飲めば、寝たきりにならない」と説明していたの
で、販売員が帰った後、すぐ自分で商品を開封して飲み始
めたとのことであった。
　外箱には、「60袋入り（2か月分）」と記載されている。契
約書には、「商品の名称」とともに、「当該商品を使用し又
はその全部若しくは一部を消費したとき（但し、当社がお
客様に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を
消費させた場合を除く）はクーリング・オフできない」と
記載されていた。
　しかし、「動脈硬化が始まっているので、このままだと寝
たきりになってしまう」「これを飲めば、寝たきりにならな
い」と高齢者に話して、高額な商品を販売するのは納得で
きない。開封分も含め全部返品できないだろうか。支払っ
た20万円も返金して貰いたい。

Q1　5日前の訪問販売契約ですので、「未開封の5箱」の契
約については、クーリング・オフできると思われますが、契
約書には、「商品の名称」とともに、「当該商品を使用し又
はその全部若しくは一部を消費したとき…はクーリング・
オフできない」との記載があるため、「開封した1箱」は返
品できないことになりそうです。しかし、販売員は、「動脈
硬化が始まっているので、このままだと寝たきりになって
しまう」と高齢者に話して、持参していた健康食品を見せ、
「これを飲めば、寝たきりにならない」と効能を説明して勧
誘していますので、「開封した1箱」の契約は、特商法の規
定により取消をすることができるでしょうか。
A1　5日前の訪問販売契約ということですので、「未開封
の5箱」の契約については、クーリング・オフできると考え
られます。
　これに対し、特商法の訪問販売では、いわゆる健康食品
は消耗品とされ、その全部若しくは一部を消費したときは
クーリング・オフできないとされており（特商法（以下、
法といいます）第26条第5項第1号、政令第16条別表第三の
第1号）、また、契約書には、「商品の名称」とともに、「当該
商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき
（但し、当社がお客様に当該商品を使用させ、又はその全部
若しくは一部を消費させた場合を除く）はクーリング・オ
フできない」と記載されているとのですので（法第5条第1
項、法第4条第1項第5号、省令第7条第4項）、契約者が「開
封した1箱（商品の最小単位と思われます）」については、
「消費した」として、クーリング・オフ規定は、適用除外と
される可能性が高いと考えられます。
　そして、「開封した1箱」の契約が、上記によりクーリン
グ・オフ規定が適用除外とされることになった場合、本件
では､販売員は、「動脈硬化が始まっているので、このまま
だと寝たきりになってしまう」と言いながら、持参してい
た健康食品を見せ、「これを飲めば、寝たきりにならない」
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　9月12日（金）14時から2時間にわたり、「第26回 広
告表示研究会」を、オンライン形式で開催しました。
本研究会は、パンフレットやウェブサイトなどにおけ
る広告表示についての課題や問題点等を中心に情報
を共有し、適正な広告表示を推進することを目的に開
催しています。
　今回のテーマは「①景品表示法の執行状況につい
て」「②健康・美容広告関連の相談事例のポイント」の
2点です。ゲスト講師として広告表示実務の専門家で
ある宮本和洋氏を招き、正会員企業から32人が参加し
ました。

「広告表示研究会」を開催しました

　当協会では、先の第46回通常総会の報告および令和
7年度の事業活動等の説明、さらには会員相互の交流
の機会として、7月23日（水）に大阪、7月24日（木）に
福岡で、「事業活動報告・地域交流会」（近畿地域・九
州地域）を開催しました。
　当日はそれぞれ、近畿経済産業局、九州経済産業局
の担当官から地域経済の活性化や産業振興などにつ
いてご講演いただきました。各地の会員企業の皆様に
多数ご参加いただき、和やかな雰囲気の中、地域に関
する情報交換が活発に行われました。

令和7年度「事業活動報告・地域交流会」
（近畿地域・九州地域）を開催しました

　9月30日に「第1回 特定商取引法基礎講座」を開催し
ました。「特定商取引に関する法律」（特商法）は、特定商
取引を公正にし、購入者等の損害の防止と利益を保護す
るとともに、商品の流通を適正かつ円滑にすることで、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的として定め
られています。
　今回は、特に訪問販売に関わる規制の概要を中心に解
説し、特商法の基礎知識の普及促進を図るために実施し
ました。講師は高芝利仁弁護士（高芝法律事務所）。当日
はオンライン形式で講義を行い、会員事業者に加え、消

「特定商取引法基礎講座」を開催しました

費生活センターや自治体の職員、また会員外の企業まで、
幅広い方々にご参加いただきました。

　当協会では、正会員企業が行う「CSR社会貢献活動」
および「女性活躍支援」の取り組みを、協会の公式サイ
トで紹介しています。現在、「CSR社会貢献
活動」は27社、「女性活躍支援」は15社に
ついて関係情報を掲載しています。

会員企業の「CSR社会貢献活動」
および「女性活躍支援」の取り組み
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I N F O R M A T I O N

【協会関係】
7月 8日　行政機関情報交換

9日　令和7年度（第1回）電話等法律相談会
11日　東京都カスタマー・ハラスメント防止条例説明会
23日　事業活動報告・近畿地域交流会
24日　事業活動報告・九州地域交流会
28日　会長打合せ
29日　第149回消費者問題委員会
31日　DS消費者志向優良活動表彰選考委員会の
          委員顔合せ

8月 4日　季刊誌特集記事取材
5日　行政機関情報交換
7日　マレーシアDSA情報交換（オンライン）
8日　第21回特定商取引法研究会、懇親会

19日　資格講座講演収録
20日　資格講座講演収録

9月 2日　令和7年度第2回相談室法律勉強会
10日　第3回家庭訪販事業者雑談会、懇親会
12日　第26広告表示研究会
26日　第179回広報委員会
29日　マレーシア DSA会長面談
30日　令和7年度第1回特定商取引法基礎講座

【対外活動】
7月17日　帯広市消費者啓発講座

18日　八戸市消費生活センター消費者啓発講座
8月25日　名古屋地域企業交流

28日　利府町消費者啓発講座
9月25日　亘理町消費者啓発講座

29日　中野区消費者啓発講座

会員数：140社　正会員：108社　賛助会員：22社・10団体  （2025年9月末日現在）

JDSAダイアリー（2025年7月～9月）

　独立行政法人国民生活センターから、「2024年度 全国の
消費生活相談の状況 -PIO-NETより-」が発表されました。こ
のデータは「全国消費生活情報ネットワークシステム（PIO-
NET：パイオネット）」によって収集された2024年度の消費
生活相談情報をまとめたものです。
　報告によると、2024年度の相談件数は91.0万件で、2023
年度の89.3万件に比べ約2万件増加しています。その要因と
して「覚えのない未納料金を請求する不審な電話や、国の機
関や大手電話会社等をかたった迷惑メール、『自分宛てに身
に覚えのない荷物が届いた』という相談などが増えたことが
影響した」としています。
　契約当事者の年代は、今年度も70歳以上の割合が最も高
く、2015年度以降で最高の26.2%でした。
　その他の傾向と特徴は以下のとおりです。
・	 商品・役務等別でみると、2023年度に比べ、「商品一般」

(身に覚えのない商品が届いたという相談、不正利用の相
談など )、「健康食品」(サプリメントの定期購入の相談な
ど )、「医療サービス」(美容整形の無料カウンセリング時
に高額な契約を勧誘されたという相談など )、「他の電報・
固定電話サービス」(電話が使用できなくなるという国の
機関をかたった電話の相談など)、「他の役務サービス」(い
わゆるサポート詐欺の相談など )の増加が目立った。

・	 販売購入形態別では、「通信販売」の割合が最も高く、全
体の3分の1程度 (36.8%)を占める。

・	 契約購入金額は、合計金額が4,157億円、平均金額が86
万円、既支払金額は合計金額が1,704億円、平均金額が
45万円であり、2023年度に比べいずれも減少した。

・	 販売方法・手口別でみると、「インターネット通販」と「定
期購入」は、化粧品や健康食品などの定期購入契約に関

連する相談が多い。「家庭訪販」では、修理サービスや屋
根工事に関する相談、「電話勧誘販売」では、インターネッ
ト接続回線に関する相談、国の機関や大手電話会社な
ど、有名企業をかたる「かたり商法（身分詐称）」の相談
が多い。

「2024年度 全国の消費生活相談の状況 －PIO-NETより－」（2025年8月6日公表）

※詳細は、独立行政法人国民生活センター「2024年度 全国の消費生活相談の
状況 －PIO-NETより－」（https://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20250806_3.pdf）
をご覧ください。

※独立行政法人国民生活センター報道発表資料より抜粋
※昨年度からの増減は前年度の公表資料 (2024.8.7時点 )をもとに計算

順位 訪問販売 件数 昨年度からの増減

1 修理サービス 8,742 +271

2 屋根工事 6,341 −1,979

3 新聞 4,377 −891

4 他の役務サービス 4,330 +1,342

5 電気 3,241 +849

6 インターネット接続回線 2,921 +28

7 他の衛生駆除サービス 2,046 +400

8 衛生設備工事 2,011 +215

9 電気設備 1,993 昨年度11位以下

10 塗装工事 1,983 −146

全体 79,342

表　販売購入形態別にみた商品・役務等別相談件数（訪問販売）
	 （2024年度、上位10商品・役務）
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特 定 商 取 引 法 ハンドブック
（公社）日本訪問販売協会が発行している『訪問販売は正しい
知識から――特定商取引法ハンドブック〈令和3年改正 対応版〉』
が、令和５年６月１日施行の改正特定商取引法に対応しました。
本書は、「いつでもどこでも、特商法の確認ができる小冊子を！」
との声にお応えして作成したもの。携帯に便利で読みやすく、
第一線で活躍する販売員の方に喜ばれています。

◉法定書面の作成例も掲載！
◉練習問題付きで、学習効果をすぐに確認できます。

正しい知識が求められる訪問販売に、必携の一冊です。

ご購入の際は、当協会HP内のWEBフォームからお申込みください。

　　　　　https://jdsa.or.jp/books_order/

公益社団法人日本訪問販売協会

令和３年改正特定商取引法 対応版

令和３年改正  対応版
（練習問題付）

令和５年６月１日施行の
改正特定商取引法に対応！


